
（
研
究
の
眼
》

智
努
王
の
臣
籍
降
下

中
　
野
　
謙
　
一

　
『
萬
葉
集
』
に
歌
一
首
を
残
し
た
文
室
真
人
智
努
は
、
も
と
皇
族
で
智
努
王
と

い
い
、
出
家
し
て
法
号
浄
三
と
も
い
う
。
薬
師
寺
仏
足
石
の
造
立
（
「
仏
足
石
記

文
」
）
、
唐
招
提
寺
講
堂
の
建
立
（
『
日
本
高
僧
伝
要
文
抄
』
第
三
所
引
「
沙
門
釈

浄
三
菩
薩
伝
」
）
な
ど
の
事
績
で
知
ら
れ
る
人
物
で
あ
る
。
最
近
で
は
テ
レ
ビ

ド
ラ
マ
「
唐
招
提
寺
1
2
0
0
年
の
謎
　
天
平
を
駆
け
ぬ
け
た
男
と
女
た
ち
」

（
T
B
S
、
二
〇
〇
九
年
＝
月
三
日
放
送
）
の
中
で
、
唐
招
提
寺
の
草
創
に

尽
力
し
た
有
力
者
と
し
て
配
さ
れ
て
い
た
。

　
こ
の
智
努
の
経
歴
を
駆
け
足
で
追
っ
て
み
よ
う
。
持
統
七
年
（
六
九
三
）
に

長
親
王
の
子
、
天
武
天
皇
の
孫
と
し
て
生
ま
れ
、
養
老
元
年
（
七
一
七
）
に
初

め
て
従
四
位
下
に
叙
さ
れ
た
彼
は
、
以
降
官
僚
と
し
て
順
調
に
昇
進
を
重
ね
る

が
、
天
平
勝
宝
四
年
（
七
五
二
）
に
文
室
真
人
の
姓
を
賜
っ
て
臣
籍
に
降
る
。

さ
ら
に
天
平
宝
字
四
年
（
七
六
〇
）
頃
に
出
家
す
る
が
、
そ
の
後
も
御
史
大
夫

（
大
納
言
）
従
二
位
ま
で
昇
っ
て
天
平
宝
字
八
年
（
七
六
四
）
に
致
仕
、
宝
亀

元
年
（
七
七
〇
）
に
七
八
歳
の
天
寿
を
全
う
し
て
い
る
。
智
努
が
生
き
た
の
は
、

彼
の
よ
う
な
天
武
系
皇
族
に
と
っ
て
受
難
の
時
代
で
あ
っ
た
。
「
勝
宝
以
後
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ひ
よ

宗
室
・
枝
族
、
事
に
陥
る
者
衆
し
」
と
い
わ
れ
た
よ
う
に
、
特
に
聖
武
男
系
の

断
絶
が
確
定
的
と
な
っ
て
か
ら
は
、
皇
嗣
の
有
力
候
補
者
と
目
さ
れ
て
し
ま
っ

た
た
め
に
多
数
の
天
武
皇
孫
が
争
乱
に
巻
き
込
ま
れ
て
い
る
。
そ
う
し
た
中
に

あ
っ
て
、
高
位
高
官
に
昇
り
な
が
ら
危
険
を
回
避
し
え
た
の
が
智
努
で
あ
る
。

　
智
努
に
関
す
る
論
と
し
て
は
、
早
く
西
山
徳
氏
「
文
室
真
人
浄
三
に
つ
い
て

ー
奈
良
時
代
に
於
け
る
神
祇
官
人
の
研
究
1
」
（
『
徳
島
大
学
学
芸
紀
要
〈
社
会

科
学
〉
』
八
、
一
九
五
九
年
三
月
。
後
に
改
稿
、
「
上
代
神
道
史
の
研
究
」
所
収
）

が
あ
り
、
高
島
正
人
氏
『
奈
良
時
代
諸
氏
族
の
研
究
ー
議
政
官
補
任
氏
族
ー
』

（
吉
川
弘
文
館
、
一
九
八
三
年
二
月
）
も
智
努
の
経
歴
を
中
心
と
す
る
「
長
親

王
の
三
皇
子
」
の
一
節
を
設
け
て
い
る
。
ま
た
、
廣
岡
義
隆
氏
「
文
室
眞
人
智

努
の
生
涯
－
天
平
一
知
識
人
の
憂
愁
1
」
（
『
一
二
重
大
学
日
本
語
学
文
学
一
二
、

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
こ

一
九
九
一
年
六
月
）
は
詳
細
に
わ
た
る
考
証
を
お
こ
な
っ
て
お
り
、
資
料
と
し

て
年
譜
も
附
し
て
い
る
。
こ
れ
ら
に
お
い
て
智
努
の
事
績
は
ほ
ぼ
網
羅
さ
れ
て

い
る
の
だ
が
、
小
考
で
は
智
努
が
臣
籍
に
降
っ
た
事
情
に
関
し
て
若
干
の
補
足

を
試
み
た
い
。
高
島
氏
は
、
「
皇
嗣
問
題
に
揺
ら
ぐ
当
時
の
政
情
」
に
思
い
を
め

ぐ
ら
せ
た
智
努
が
、
「
身
の
安
全
を
保
つ
第
一
策
と
し
て
臣
籍
に
降
下
し
て
皇

嗣
と
し
て
の
立
場
を
弱
め
、
さ
ら
に
仏
門
に
入
っ
て
そ
の
意
志
を
内
外
に
宣
明

し
た
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
よ
う
」
と
述
べ
て
い
る
。
出
家
し
て
文
室
浄

三
と
な
っ
た
後
も
、
恵
美
押
勝
の
乱
を
予
見
し
た
か
の
よ
う
に
直
前
に
致
仕
し

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
さ

た
り
、
称
徳
没
後
に
立
太
子
を
固
辞
し
た
り
し
て
い
る
彼
で
あ
る
。
身
の
保
全

を
図
っ
た
と
い
う
の
は
肯
け
る
が
、
問
題
は
臣
籍
降
下
と
い
う
手
段
と
、
天
平

勝
宝
四
年
と
い
う
時
期
で
あ
ろ
う
。

　
ま
ず
臣
籍
降
下
の
問
題
で
は
、
二
世
王
（
孫
王
）
で
賜
姓
さ
れ
た
の
は
智
努

ら
が
最
初
の
例
で
あ
っ
た
点
に
注
意
し
た
い
。
奈
良
時
代
を
通
じ
て
皇
族
に
対

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ユ

す
る
賜
姓
を
み
て
も
、
全
三
〇
例
の
う
ち
二
世
王
以
上
の
近
皇
親
へ
の
賜
姓
は

三
例
に
す
ぎ
な
い
。
し
か
も
他
の
二
例
は
塩
焼
王
（
『
公
卿
補
任
」
に
よ
れ
ば
天

平
宝
字
元
年
八
月
三
日
）
と
そ
の
妻
で
聖
武
皇
女
の
不
破
内
親
王
（
神
護
景
雲

三
年
五
月
壬
辰
）
で
、
前
者
は
橘
奈
良
麻
呂
の
変
、
後
者
は
巫
盤
事
件
に
関
わ
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る
処
罰
的
賜
姓
と
考
え
ら
れ
る
が
、
智
努
ら
の
賜
姓
に
そ
う
い
っ
た
性
格
は
み

ら
れ
な
い
。
当
時
と
し
て
は
異
例
の
賜
姓
を
自
ら
願
っ
た
と
す
れ
ば
、
智
努
は

か
な
り
思
い
切
っ
た
手
段
を
選
択
し
た
こ
と
に
な
る
。
そ
の
頃
、
彼
の
身
に
は

如
何
な
る
危
機
が
迫
っ
て
い
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

　
　
　
　
　
　
　
　
　
ニ
　
ニ
ロ
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ロ
ら
　

　
天
平
勝
宝
四
年
九
月
乙
丑
、
「
従
三
位
智
努
王
ら
に
文
室
真
人
の
姓
を
賜
ふ
」

と
あ
る
。
そ
こ
か
ら
『
続
日
本
紀
」
の
記
事
を
さ
か
の
ぼ
っ
て
み
る
と
、
同
年

　
　
ぽ
ロ

七
月
甲
寅
に
「
中
宮
卿
正
三
位
三
原
王
莞
し
ぬ
」
と
あ
る
こ
と
に
気
づ
く
。
舎

人
親
王
の
子
で
智
努
の
従
兄
弟
に
あ
た
る
三
原
王
は
、
や
は
り
「
萬
葉
集
』
に

歌
一
首
が
み
え
る
が
、
叙
位
・
任
官
の
こ
と
以
外
ほ
と
ん
ど
伝
わ
ら
な
い
。
し

か
し
、
養
老
元
年
正
月
乙
巳
、
智
努
と
同
時
に
従
四
位
下
に
初
叙
さ
れ
て
以
来
、

彼
と
は
因
縁
浅
か
ら
ぬ
間
柄
で
あ
っ
た
よ
う
だ
。
長
屋
王
の
変
直
後
の
天
平
元

年
（
七
二
九
）
三
月
癸
巳
、
従
四
位
上
に
昇
叙
さ
れ
た
の
も
同
時
で
あ
る
。
同

十
二
年
十
一
月
甲
辰
、
行
幸
に
従
っ
て
い
た
智
努
が
先
に
正
四
位
下
に
昇
る
が
、

同
十
八
年
四
月
癸
卯
と
翌
十
九
年
正
月
丙
申
に
は
と
も
に
一
階
ず
つ
昇
っ
て
い

る
。
天
平
十
九
年
の
時
点
で
智
努
は
従
三
位
と
な
っ
た
が
、
正
三
位
昇
叙
に
は

十
四
年
を
要
し
、
そ
の
間
に
皇
籍
を
離
れ
、
出
家
し
て
い
る
。
一
方
の
三
原
王

は
、
天
平
二
十
年
二
月
己
未
に
従
三
位
で
並
び
、
さ
ら
に
翌
天
平
勝
宝
元
年
十

一
月
丙
辰
に
は
智
努
を
越
え
て
正
三
位
に
昇
る
。
こ
う
し
た
急
速
な
昇
階
は
、

天
平
十
六
年
に
安
積
親
王
が
没
し
た
後
、
三
原
王
が
聖
武
の
皇
嗣
と
し
て
擬
せ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
る
り

ら
れ
た
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
少
な
く
と
も
同
十
七
年
に
没
し
た
鈴
鹿
王
に

代
わ
っ
て
最
上
位
の
皇
族
と
な
っ
て
い
た
の
は
確
か
で
あ
る
。
そ
の
三
原
王
が

没
し
た
時
点
で
、
六
〇
歳
の
従
三
位
智
努
王
は
最
上
位
の
皇
族
と
な
っ
た
。
こ

れ
に
次
ぐ
者
と
し
て
は
、
二
階
下
の
正
四
位
下
に
智
努
の
弟
（
高
島
氏
に
倣
い

持
統
十
年
の
生
ま
れ
と
す
れ
ば
、
智
努
の
三
歳
下
。
天
平
勝
宝
四
年
の
賜
姓
に

は
与
ら
ず
翌
年
没
）
栗
栖
王
と
従
兄
弟
の
塩
焼
王
が
お
り
、
後
に
皇
太
子
と
な

る
道
祖
王
ら
は
従
四
位
上
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
栗
栖
王
が
三
原
王
の
没
後
直
ち

に
従
三
位
に
昇
っ
た
た
め
、
長
親
王
の
二
子
が
二
世
王
た
ち
の
中
で
突
出
す
る

こ
と
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。
そ
れ
が
仮
に
聖
武
上
皇
や
孝
謙
天
皇
の
意
向
に

よ
っ
て
生
み
出
さ
れ
た
状
況
で
あ
っ
た
と
し
て
も
、
智
努
は
身
の
危
険
を
感
ぜ

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
ハ
ヱ

ず
に
は
い
ら
れ
な
か
っ
た
だ
ろ
う
。
彼
の
血
統
は
三
原
王
に
決
し
て
劣
ら
ず
、

皇
嗣
と
さ
れ
て
も
お
か
し
く
な
か
っ
た
の
で
あ
る
。
さ
ら
に
、
「
諸
王
の
中
に

年
歯
も
長
な
り
」
と
い
う
こ
と
が
立
太
子
の
根
拠
に
挙
げ
ら
れ
た
例
も
み
え
る

か
ら
（
宣
命
第
四
七
詔
）
、
当
時
お
そ
ら
く
諸
王
中
最
年
長
で
あ
っ
た
こ
と
も
智

努
の
資
格
を
保
証
す
る
も
の
と
な
り
え
た
と
い
え
る
。

　
三
原
王
亡
き
後
、
智
努
王
は
皇
嗣
に
最
も
近
い
立
場
と
な
っ
て
し
ま
っ
た
。

こ
の
事
態
を
う
け
て
、
彼
は
潔
く
臣
籍
に
降
っ
た
の
で
あ
る
。
そ
の
後
も
、
危

機
に
臨
ん
で
は
身
を
退
く
と
い
う
彼
の
方
針
は
一
貫
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
道

祖
王
廃
太
子
後
に
三
原
王
の
弟
池
田
王
を
推
し
て
敗
れ
た
こ
と
（
天
平
宝
字
元

年
四
月
辛
巳
条
）
が
示
す
よ
う
に
、
彼
は
権
力
者
に
追
従
し
て
身
を
全
う
し
た

わ
け
で
は
な
い
。
そ
の
致
仕
を
認
め
る
際
に
淳
仁
が
引
い
た
と
い
う
「
止
る
こ

と
を
知
れ
ば
殆
か
ら
ず
、
足
る
こ
と
を
知
れ
ば
辱
し
め
ら
れ
ず
」
（
同
八
年
九
月

戊
戌
条
）
の
言
葉
に
適
う
生
涯
で
あ
っ
た
。

注

（
1
）
　
『
続
日
本
紀
」
宝
亀
十
一
年
十
一
月
戊
子
条
、
智
努
の
弟
大
市
（
邑
弥
）
の
莞

　
伝
。
新
日
本
古
典
文
学
大
系
（
岩
波
書
店
）
の
訓
読
文
に
よ
る
。
以
下
、
「
続
日

　
本
紀
」
の
引
用
に
つ
い
て
は
書
名
を
示
さ
な
い
こ
と
と
す
る
。

（
2
）
廣
岡
氏
「
懸
車
・
出
家
関
政
・
珍
努
宮
に
つ
い
て
ー
智
努
王
伝
追
考
ー
」
（
コ
ニ
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重
大
学
日
本
語
学
文
学
」
三
、
一
九
九
二
年
五
月
）
に
お
い
て
補
正
さ
れ
た
点
が

　
あ
る
が
、
本
稿
の
論
旨
に
は
関
わ
ら
な
い
。

（
3
）
　
「
日
本
紀
略
』
光
仁
即
位
前
紀
所
引
「
百
川
伝
」
。
廣
岡
氏
は
「
称
徳
天
皇
代

　
と
い
ふ
以
外
に
何
年
の
こ
と
か
不
明
」
と
し
て
い
る
が
、
「
皇
帝
遂
八
月
四
日
崩
。

　
天
皇
平
生
未
立
皇
太
子
。
至
此
…
…
」
と
あ
る
以
上
、
称
徳
崩
御
の
直
後
の
こ

　
と
と
み
て
よ
い
だ
ろ
う
。
な
お
、
「
百
川
伝
」
の
史
料
性
を
疑
う
向
き
も
あ
る
が

　
　
（
河
内
祥
輔
氏
「
古
代
政
治
史
に
お
け
る
天
皇
制
の
論
理
』
〈
吉
川
弘
文
館
、
一

　
九
八
六
年
四
月
〉
）
、
当
時
聖
武
の
女
と
の
間
に
皇
子
を
儲
け
て
い
た
光
仁
（
天

　
智
の
孫
）
を
皇
太
子
に
推
す
者
ば
か
り
で
な
く
、
天
武
の
男
系
を
重
視
し
智
努

　
を
推
す
一
派
が
存
在
し
た
と
し
て
も
不
自
然
で
は
な
い
。

（
4
）
池
知
正
昭
氏
「
奈
良
朝
皇
親
賜
姓
の
意
義
」
（
「
青
山
学
院
大
学
文
学
部
紀
要
」

　
三
一
、
一
九
九
〇
年
二
月
）
は
二
七
例
と
す
る
が
、
賜
姓
記
事
と
い
え
な
い
御
方

　
大
野
の
例
を
除
き
、
賜
姓
が
三
度
に
わ
た
る
甘
南
備
真
人
を
一
度
ず
つ
数
え
、

　
石
津
王
と
山
背
王
が
そ
れ
ぞ
れ
藤
原
朝
臣
を
賜
っ
た
例
を
加
え
て
三
〇
例
と
し

　
た
。
池
田
親
王
の
子
五
名
が
御
長
真
人
を
賜
っ
た
例
（
天
平
宝
字
七
年
八
月
己

　
丑
）
に
つ
い
て
も
、
「
そ
の
母
、
凶
族
よ
り
出
で
た
り
。
臣
そ
の
逆
党
を
悪
み
て

　
王
籍
に
預
ら
し
め
ず
」
と
あ
り
臣
籍
降
下
と
い
え
な
い
の
で
数
え
て
い
な
い
。

　
な
お
、
廣
岡
氏
の
挙
げ
て
い
る
葛
城
王
（
橘
諸
兄
）
の
臣
籍
降
下
は
奈
良
時
代
の

　
皇
族
に
対
す
る
賜
姓
の
初
例
で
あ
る
が
、
母
三
千
代
の
橘
宿
禰
姓
を
願
っ
て
い

　
る
点
か
ら
し
て
も
、
そ
の
後
の
例
と
は
異
な
る
特
殊
な
事
情
に
よ
る
も
の
と
考

　
え
ね
ば
な
ら
な
い
（
新
日
本
古
典
文
学
大
系
「
続
日
本
紀
　
二
」
補
注
五
七
八
頁

　
参
照
）
。
そ
も
そ
も
葛
城
王
は
敏
達
天
皇
の
玄
孫
す
な
わ
ち
四
世
王
に
す
ぎ
な

　
い
の
で
あ
る
か
ら
、
皇
親
の
ま
ま
で
い
て
も
天
皇
に
な
る
可
能
性
は
皆
無
で

　
あ
っ
た
と
い
っ
て
よ
い
。
そ
の
意
味
で
い
え
ば
、
臣
籍
降
下
は
葛
城
王
に
と
っ

　
て
保
身
の
手
段
と
は
な
り
え
な
い
の
で
あ
る
。
ほ
か
に
廣
岡
氏
は
阿
保
親
王
の

　
場
合
を
挙
げ
て
お
り
（
臣
籍
降
下
し
た
の
は
そ
の
子
ら
と
す
る
の
が
正
し
い
）
、

　
こ
れ
は
平
安
朝
の
例
で
あ
る
が
、
処
罰
的
賜
姓
に
類
す
る
も
の
だ
か
ら
や
は
り

　
智
努
の
場
合
と
は
大
き
く
相
違
す
る
。

（
5
）
廣
岡
氏
が
推
測
し
て
い
る
よ
う
に
、
智
努
ら
が
賜
姓
を
申
請
し
た
の
は
「
仏

　
足
石
記
文
」
に
み
え
る
九
月
七
日
で
あ
っ
た
か
も
し
れ
な
い
。
た
だ
し
廣
岡
氏

　
は
、
臣
籍
降
下
に
つ
い
て
「
直
接
的
な
契
機
は
妻
の
死
去
で
は
な
か
ら
う
か
」
と

　
す
る
。

（
6
）
三
原
王
に
関
す
る
専
論
は
管
見
に
入
っ
て
い
な
い
が
、
石
田
敏
紀
氏
「
奈
良
・

　
平
安
初
期
に
お
け
る
二
世
王
の
存
在
形
態
1
そ
の
蔭
叙
・
昇
叙
・
任
官
・
賜
姓
に

　
つ
い
て
ー
」
（
「
高
円
史
学
」
二
二
、
一
九
九
七
年
｝
一
月
）
が
本
稿
と
ほ
ぼ
同
様

　
に
推
測
し
て
い
る
。
た
だ
し
、
こ
の
論
文
に
は
栗
栖
王
が
兄
の
智
努
王
の
位
を

　
越
え
た
と
す
る
な
ど
の
誤
り
が
み
ら
れ
る
。
な
お
、
三
代
要
記
」
に
「
天
平
勝

　
宝
元
年
九
月
六
日
以
従
三
位
三
原
王
女
小
宅
女
王
為
斎
宮
」
と
あ
る
こ
と
も
、

　
三
原
王
が
皇
位
に
近
か
っ
た
と
い
う
傍
証
と
な
ろ
う
か
。

（
7
）
天
武
諸
皇
子
の
序
列
に
つ
い
て
は
さ
ま
ざ
ま
な
議
論
が
あ
る
が
（
武
市
香
織

　
氏
「
天
武
諸
皇
子
の
出
生
順
と
続
紀
の
序
列
基
準
に
つ
い
て
」
〈
「
萬
葉
」
一
七

　
三
、
二
〇
〇
〇
年
五
月
〉
な
ど
）
、
と
も
に
天
智
皇
女
を
母
と
す
る
舎
人
「
第
三
」
・

　
長
「
第
四
」
の
順
位
が
、
天
智
皇
女
の
生
母
間
の
身
分
差
に
よ
る
と
い
う
の
は
不

　
自
然
で
は
な
い
か
。
続
紀
は
両
者
の
名
が
並
ぶ
二
例
で
年
上
と
み
ら
れ
る
長
を

　
い
ず
れ
も
先
に
記
し
て
お
り
（
「
第
五
」
の
穂
積
は
彼
ら
よ
り
年
上
と
み
ら
れ
る

　
が
、
慶
雲
元
年
正
月
丁
酉
条
は
長
・
舎
人
・
穂
積
の
順
で
あ
る
）
、
生
前
の
長
が

　
舎
人
の
下
位
に
あ
っ
た
と
は
考
え
に
く
い
。
続
後
紀
嘉
祥
元
年
四
月
庚
寅
朔
条

　
や
三
代
実
録
貞
観
十
五
年
九
月
二
十
七
日
条
は
長
を
「
第
二
」
と
し
て
お
り
、
お

　
そ
ら
く
は
舎
人
追
尊
や
淳
仁
廃
位
な
ど
に
伴
う
順
位
の
変
遷
が
あ
っ
た
の
で
は

　
な
い
か
。
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
（
文
学
部
助
教
）
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